
ルール改定の手続き 

 

ルール検討委員会 

【各分掌・学年か

ら１名、管理職】 

 

（必要に応じて

PTA 役員） 

生徒議会 

運営委員会 

特別活動部 各分掌・学年 

教員 

PTA 役員会(5,12,3 月) 

前年度９月頃～６月末 

生徒議会 

各分掌・学年 

要望を運営委員会で精査し、さらなる検討
が必要と判断したものについて、ルール検
討委員会を設置し検討する。 

ルール変更の要望がある場合、当該分掌
は６月末までに要望を取りまとめ、７月
の運営委員会で提案する。 

学校評議員 

必要に応 

じて意見 

運営委員会 

職員会議 

翌年４月 運用開始 

１２月 

１月下旬 

 

本年度の最終決定を行い、内容を周知す

る。 

７月～１２月 

※ 緊急性の高い案件は、運営委員会で協議の上、変更ルールを適用する。 

保護者 

PTA 補導部会(8 月) 

 

ＰＴＡ 

生徒 

 

ルール検討委員会では、必要に応じて各方
面から意見を聞き、原案（改定しないとい
う案になることもある）をまとめ、運営委
員会に提案する。 

【検討項目の精査】 

【原案の検討】 

【改定案の決定】 

【改定案の承認】 

生徒議会 

【改定内容を周知】 

PTA 役員会 

【改定内容を周知】 


